
教諭（主幹教諭・指導教諭含む）の時間外在校等時間の分布（令和５年度）

令和６年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査について（概要）

中教審答申事項等に係る取組状況（令和６年９月１日時点）

「月45時間以下」の割合が、
小学校で75％、中学校で58％、高等学校で72％。
一方、「月80時間」を超えている教諭も存在し、
中学校では「月45時間」を超える教諭が４割以上。

○ 他方、学校の在校等時間及びその縮減に向けた取
組状況の公表や、業務改善に向けたPDCAサイク
ルの構築については、都道府県・政令市と市町村の実施率
に差がみられる。
・「在校等時間の公表」
都道府県：85.1％、政令市：85.0%、市町村：23.2%

・「在校等時間の縮減に向けた取組状況の公表」
都道府県：87.2％、政令市：90.0%、市町村：24.4%

・「業務改善に向けたPDCAサイクルの構築」
都道府県：91.4％、政令市：100%、市町村：49.5%

〇 「学校・教師が担う業務に係る３分類」に係る取組の全ての項目で実施率が
上昇。

「３分類」に係る取組状況（令和６年９月１日時点）

〇 全国の教育委員会等を対象に、令和６年８月の中央教育審議会答申を踏まえ、教師の在校等時間の状況や、「学校・教師が担う業務に
係る３分類」の取組状況を含む、教育委員会における学校の働き方改革の進捗状況等を調査。
〇 文部科学省においては、引き続き、学校の働き方改革のための取組や学校の指導・運営体制の充実等について総合的かつ着実に取り組むと
ともに、教育委員会ごとの取組状況の「見える化」及びそれを通じたPDCAサイクルの着実な実施を促し、教師を取り巻く環境整備を推進。

※ それぞれの学校種について、所管する全ての学校で在校等時間を客観的な方法で把握し、
職種別のデータを提供可能であった教育委員会（全体の約90％）を対象に集計。

＜時間外在校等時間の割合（令和５年4月～令和６年3月）＞

〇 令和５年８月の中教審緊急提言等での指摘事項など、全て
の項目で実施率が上昇。
・「授業時数の見直し」（R5：56.9％ → R6：82.2％）
・「学校行事の精選・重点化」（R5：80.1％ → R6：85.7％）
・「調査数の把握」（R5：38.1％ → R6：45.7％）

〇 特に、「授業準備」「学習評価や成績処理」への支援スタッフの参
画については、都道府県・政令市・市町村のいずれにおいても実施が拡大。

〇 一方、市町村の実施率が政令市と比べて大きく下がる項目もあり、取組の加速が
必要。
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・「学習評価・成績処理への支援スタッフの参画」
   都道府県 R5:46.8% → R6:57.4％
政令市    R5:80.0% → R6:85.0%
市町村   R5:41.8% → R6:48.6%

・「授業準備への支援スタッフの参画」
   都道府県 R5:78.7% → R6:85.1％
政令市    R5:100% → R6:100%
市町村   R5:74.5% → R6:79.7%
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